
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
壁に対して開閉可能な扉の扉側ユニットに係止部材が進退自在に設けられるとともに、上
記壁の壁側ユニットに上記係止部材と係合する係合部が設けられ、上記壁側ユニットから
施錠ピンを突出させて上記扉側ユニットの施錠トリガを押し込み、上記扉側ユニットの係
止部材を作動させて上記壁側ユニットの係合部に係合させることにより当該扉の施錠を行
う扉用錠であって、

上記扉が閉じられているかどうかを光学的に検知する光学的閉止検知手段と、　
光学的閉止検知手段 の閉じられている状態を検知した場

合にのみ上記施錠ピンを突出させるように制御する制御手段 を設けたことを特徴とする
扉用錠。
【請求項２】
光学的閉止検知手段として、壁側ユニットに投光手段及び受光手段を設けるとともに扉側
ユニットに上記投光手段からの光を上記受光手段に導く光伝達部材を設け、上記受光手段
が上記光伝達部材からの光を検出した場合にのみ上記施錠ピンを突出させるように制御す
ることを特徴とする請求項 記載の扉用錠。
【請求項３】
投光手段と受光手段とを所定の距離だけ離間して配設し、投光手段から光伝達部材へ向っ
て射出される光の光束と、該光伝達部材から上記受光手段に入射する光の光束とが互いに
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平行になるように構成したことを特徴とする請求項 記載の扉用錠。
【請求項４】
光伝達手段が直角プリズムであることを特徴とする請求項 記載の扉用錠。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は テルの客室のドア等に取り付けられる電子式自動施錠機能（いわゆるオート
ロック）を備えた堀込み錠に適用可能な に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の として、例えば、図４に示すようなオートロック方式の扉用錠が知
られている。
図４において、符号１０１はドア、１０２は壁で、上下の部分を省略して中央の要部のみ
を示している。ここで、ドア１０１にはドア側ユニット１０３が堀り込んで取り付けられ
、壁１０２には壁側ユニット１０４が取り付けられる。
【０００３】
ドア側ユニット１０３には空締り用のラッチ１０５が設けられ、通常はフェースプレート
１０６から突出するようにバネ（図示せず）にて付勢され、ノブ１０７をまわすと引込む
ようになっている。また、ドア１０１の側面にはピンタンブラ式のシリンダ１０８が設け
られ、このシリンダに図示しない鍵を挿入して左右いずれかに回転させることによってデ
ッドボルト１０９が突出したり又は引込んだりするように構成されている。
【０００４】
フェースプレート１０６の表面には押し込み操作可能な施錠トリガ１１０が設けられ、こ
れを押し込むと図示しない内部機構が動作してデッドボルト１０９を施錠状態に突出させ
るようになっている。また、デッドボルト１０９の端面には解錠トリガ１１２が押し込み
操作可能に設けられ、これを押し込むと上記内部機構によりデッドボルト１０９が引込ん
で解錠状態になるように構成される。
【０００５】
一方、壁側ユニット１０４には細長い棒状の施錠ピン１１３が設けられ、ソレノイド等か
らなる駆動機構１１５を動作させるとストライク１１４の表面から突出するようになって
いる。
【０００６】
また、ストライク１１４の表面に陥設された受部１１９内には舌辺状の検知レバー１２０
が設けられる。そして、ドア１０１が閉められてラッチ１０５が受部１１９に進入すると
検知レバー１２０が押し込まれ、図示しない駆動手段のスイッチがＯＦＦからＯＮに切り
換えられ、駆動機構１１５が作動して上記施錠ピン１１３が突出動作する。その結果、上
記施錠トリガ１１０が押し込まれ、デッドボルト１０９が施錠状態にセットされるように
なっている。
【０００７】
さらに、ストライク１１４の表面には上記デッドボルト１０９の受部１１６が陥設され、
その後方側には、ソレノイド等からなる駆動機構１１８によって突出動作する解錠ピン１
１７が設けられる。そして、デッドボルト１０９が受部１１６内に突出挿入された施錠状
態において、この解錠ピン１１７を突出させることによって解錠トリガ１１２が押し込ま
れ、これにより鍵を用いることなくデッドボルト１０９を解錠状態に引込ませることがで
きる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、この種の従来の においては、次のような問題があった。
すなわち、図４に示す扉用錠を例にとると、この扉用錠の場合、ドア１０１側に設けられ
た施錠トリガ１１０を確実に押込むためには比較的大きな力が必要で、この操作力を得る
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ためソレノイド等からなる駆動機構１１５を用いて施錠ピン１１３を急激に飛び出させる
構造になっているが、ラッチ１０５と検知レバー１２０の当接により動作する機械的なス
イッチを用いてドア１０１の開閉状態を検知するようにしているため、この検知レバー１
２０に何か別のものが触れた場合には、施錠ピン１１３が誤って作動して突出してしまう
ことがあった。
【０００９】
特に、このような が例えばホテルの客室の扉に取り付けられている場合には、子供がい
たずらして検知レバー１２０を触れる可能性も高く、そのため、施錠ピン１１３が誤って
突出すると、施錠ピン１１３がほぼ子供の顔面の高さに取り付けられていることと相まっ
て、非常に危険な状態になるという問題があった。
【００１０】
本発明は、このような従来の技術の課題を解決するためになされたもので、その目的とす
るところは、 ない状態においては、たとえ検知手段に人や物が触れた場
合でも誤動作を起こすことのな 全なオートロック方式の扉用錠を提供することにある
。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
かかる目的を達成するため、請求項 記載の発明は、壁に対して開閉可能な扉の扉側ユニ
ットに係止部材が進退自在に設けられるとともに、上記壁の壁側ユニットに上記係止部材
と係合する係合部が設けられ、上記壁側ユニットから施錠ピンを突出させて上記扉側ユニ
ットの施錠トリガを押し込み、上記扉側ユニットの係止部材を作動させて上記壁側ユニッ
トの係合部に係合させることにより当該扉の施錠を行う扉用錠であって、

上記扉が閉じられているかどう
かを光学的に検知する光学的閉止検知手段と、該光学的閉止検知手段が上記扉の閉じられ
ている状態を検知した場合にのみ上記施錠ピンを突出させるように制御する制御手段 を

ことを特徴とする。
【００１２】
この場合、請求項 記載の発明のように、請求項 記載の発明において、光学的閉止検知
手段として、壁側ユニットに投光手段及び受光手段を設けるとともに扉側ユニットに上記
投光手段からの光を上記受光手段に導く光伝達部材を設け、上記受光手段が上記光伝達部
材からの光を検出した場合にのみ上記施錠ピンを突出させるように制御することも効果的
である。
【００１３】
また、請求項 記載の発明のように、請求項 記載の発明において、投光手段と受光手段
とを所定の距離だけ離間して配設し、投光手段から光伝達部材へ向って射出される光の光
束と、該光伝達部材から上記受光手段に入射する光の光束とが互いに平行になるように構
成することも効果的である。
【００１４】
さらに、請求項 記載の発明のように、請求項 記載の発明において、光伝達手段が直角
プリズムである場合にも効果的である。
【００１５】
かかる構成を有する請求項１記載の発明の
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扉用錠の場合、扉が閉じられたかどうかを機械
的に検知する機械的閉止検知手段と、この扉が閉じられているかどうかを光学的に検知す
る光学的閉止検知手段とを備え、これら機械的閉止検知手段と光学的閉止検知手段の双方
が扉が閉じられている状態を検知した場合にのみ扉側ユニットの施錠ピンを突出させるよ
うにしたことから、扉が開いた状態においては、人や物が接触した場合であっても、壁側
ユニットから施錠ピンが突出することはなく、このため、例えば、子供がいたずらをして
機械的及び光学的閉止検知手段に触れた場合に、怪我をするおそれを確実に回避すること



【００１６】
この場合、請求項 記載の発明のように、光学的閉止検知手段として、壁側ユニットに投
光手段及び受光手段を設けるとともに扉側ユニットに投光手段からの光を上記受光手段に
導く光伝達部材を設け、この受光手段が上述の光伝達部材からの光を検出した場合にのみ
扉側ユニットの施錠ピンを突出させるように制御すれば、簡単な構成で、扉が閉じられて
いるかどうかを容易かつ効果的に検知して施錠ピンの誤動作を確実に防止することができ
る。
【００１７】
また、請求項 記載の発明のように、投光手段と受光手段とを所定の距離だけ離間して配
設し、投光手段から光伝達部材へ向って射出される光の光束と、この光伝達部材から上述
の受光手段に入射する光の光束とが互いに平行になるように構成すれば、例えば、鏡を用
いて投光手段からの光を反射させた場合であっても、その反射光は受光手段に入射しない
ため、光学的閉止検知手段が誤って動作することはない。
【００１８】
この場合、請求項 記載の発明のように、光伝達手段として直角プリズムを用いれば、投
光手段から光伝達部材へ向って射出される光の光束と、この光伝達部材から上述の受光手
段に入射する光の光束とを、容易に平行なものとすることができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して本発明に係 用錠の好ましい実施の形態を説明する。
【００２０】
図１は本実施の形態による扉用錠を扉に取付けた状態を示す斜視図、図２はその扉用錠の
内部構造を模式的に示す断面図である。
【００２１】
図において、符号１はドア、２は壁で、上下の部分を省略して中央の要部のみを図示して
いる。３はドア１に堀込んで取付けられたドア側ユニット、４は同様に壁２に取付けられ
た壁側ユニットである。
【００２２】
ドア側ユニット３には空締り用のラッチ５が設けられ、通常はフェースプレート６から突
出するようにバネ（図示せず）にて付勢され、ノブ７をまわすと引込むようになっている
。また、ドア１の側面にはピンタンブラ式のシリンダ８が設けられ、このシリンダ８に図
示しない鍵を挿入して左右いずれかに回転させることによって係止部材としてのデッドボ
ルト９が突出したり又は引込んだりするように構成されている。
【００２３】
フェースプレート６の表面には押し込み操作可能な施錠トリガ１２が設けられ、これを押
し込むと図２に示す内部機構１１が動作してデッドボルト９を施錠状態に突出させるよう
になっている。また、デッドボルト９の端面には解錠トリガ１２が押し込み操作可能に設
けられ、これを押し込むと上記内部機構１１によりデッドボルト９が引込んで解錠状態に
なるように構成される。
【００２４】
解錠トリガ１２はドア１と壁２の隙間から棒などで不正に押込み操作されることのないよ
うに、その外周をデッドボルト９で取り囲まれ、デッドボルト９と一体的に進退するよう
に構成される。
【００２５】
一方、壁側ユニット４には細長い棒状の施錠ピン１３が設けられ、ソレノイド、モータ等
からなる駆動機構１５を動作させるとストライク１４の表面から突出するようになってい
る。
【００２６】
ストライク１４の表面に陥設された受部１９内には舌辺状の検知レバー２０が設けられる
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。そして、ドア１が閉められてラッチ５が受部１９に進入した場合に検知レバー２０が押
し込まれ、図２に示すスイッチ２１をＯＦＦからＯＮに切り換え、後述する制御手段２７
からの信号により駆動機構１５を動作させて施錠ピン１３を突出動作させる。これにより
上記施錠トリガ１０を押し込み、デッドボルト９を施錠状態にセットすることができるよ
うに構成されている。
【００２７】
また、ストライク１４の表面には上記デッドボルト９の受部（係合部）１６が陥設され、
その後方側には、ソレノイド等からなる駆動機構１８によって突出動作する解錠ピン１７
が設けられる。そして、デッドボルト９が受部１６内に突出挿入された施錠状態において
、この解錠ピン１７を突出させることによって解錠トリガ１２が押し込まれ、これにより
鍵を用いることなくデッドボルト９を解錠状態に引込ませることができる。
【００２８】
図２に示すように、壁側ユニット４内には、投光手段としての例えば赤外線発光のＬＥＤ
２２が設けられ、その光がストライク１４に穿設された丸孔状の投光窓２３を通して正面
方向にのみ照射されるようになっている。また、ＬＥＤ２２と隣接する位置に受光手段と
しての例えばフォトトランジスタからなる受光素子２４が配置される。この受光素子２４
は、赤外線帯域にのみ感度を有しており、ストライク１４に穿設された受光窓２５を通っ
てきた正面の光だけを受光するように構成されている。
【００２９】
一方、ドア側ユニット３内には、光伝達手段としての直角プリズム２６が設けられる。こ
の直角プリズム２６は、２等辺三角形の斜辺部分２６ａに挟まれた底辺部分２６ｂが正面
に露出して上述のＬＥＤ２２及び受光素子２４と対面するようにフェースプレート６の内
側に固定されている。
【００３０】
また、壁側ユニット４には制御手段２７が設けられる。この制御手段２７は、公知のＣＰ
Ｕとそのプログラムを記憶したＲＯＭ、ＲＡＭのほか、上記駆動機構１５、１８を駆動す
るドライブ回路、上記スイッチ２１のＯＮ／ＯＦＦを入力する入力回路、上記ＬＥＤ２２
を点灯させる出力回路、上記受光素子２４からの信号を入力する入力回路、オートロック
システムの集中管理を行う監視部２８との通信インターフェース回路などが内蔵されてい
る。
【００３１】
次に、上記構成からなる本実施の形態の扉用錠の動作を説明する。
図３は、上記制御手段２７のＣＰＵのプログラム動作の要部を示すフローチャートである
。
まず、ドア１は開かれている状態にあるものとし、ドア１を閉めたときの本実施の形態の
施錠動作について以下に説明する。
【００３２】
ステップＳ１では、ドア１が閉められて検知レバー２０が押込まれるまでＣＰＵはループ
して待っている。
【００３３】
ステップＳ２では、制御手段２７が、スイッチ２１からの信号に基づいて、検知レバー２
０がドア１のラッチ５によって押されたか否かを判断し、「ＹＥＳ」と判断した場合には
、ステップＳ３に進んでＬＥＤ２２を点灯させる。
【００３４】
ステップＳ４では、直角プリズム２６から導かれ受光素子２４が受光した光のレベルの検
出を行う。すなわち、受光素子２４は受光した光のレベルに応じて信号を出力し、その信
号を制御手段２７へ送出する。
【００３５】
ステップ５では、制御手段２７が、受光素子２４からの信号に基づいて、受光信号がＯＮ
になっているか否かを判断し、「ＹＥＳ」と判断した場合には、次のステップ６へ進む。
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【００３６】
ステップ５において、制御手段２７が「ＮＯ」と判断した場合、すなわち、受光信号が検
出されない場合には、ドア１は閉じられていないと判断し、例えば人の指等によって検知
レバー２０が操作されたものか又は装置の故障により受光動作が正常に行えなくなってい
るかであるとして、ステップ１１へ進み、誤検知の処理を行う。この場合、具体的には誤
検知があったことを監視部２８に通報して故障の発見を迅速に行えるようにする。
【００３７】
ステップ６では、制御手段２７からの信号に基づいてＬＥＤ２２を消灯させる。
【００３８】
ステップ７では、受光素子２４が受光した光のレベルの検出を行う。すなわち、受光素子
２４は受光した光のレベルに応じて信号を出力し、その信号を制御手段２７へ送出する。
【００３９】
ステップ８では、制御手段２７が、受光素子２４からの信号に基づいて、受光信号がＯＦ
Ｆになっているか否かを判断し、「ＹＥＳ」と判断した場合には、次のステップ９へ進む
。
【００４０】
ステップ８において、制御手段２７が「ＮＯ」と判断した場合、すなわち、受光信号がＯ
Ｎのままであれば、ドア１が開かれており外乱による入射光を検知したものと判断してス
テップ１１へ進み、誤検知の処理を行う。
【００４１】
ステップ９では、制御手段２７からの信号に基づいて駆動機構１５を動作させ、施錠ピン
１３を突出させる。そして、ステップ１０において、施錠動作を終了する。
【００４２】
このように、本実施の形態においては、ドア１が閉められていることが確認されたときに
のみ施錠ピン１７を駆動させるように制御される。
すなわち、本実施形態によれば、扉１が閉められていない状態ではたとえ検知スイッチ２
０が操作されても施錠ピン１３が突出することはない。これを前述した子供のいたずらと
の関係でいえば、検知スイッチ２０を指で押したとしても受光素子２４には光が戻ってこ
ないので施錠ピン１３は突出しない。
【００４３】
しかも、直角プリズム２６を用いて平行光線が戻ってこないと受光検知しないように構成
されているため、例えば、鏡などを使っていたずらをしたとしても施錠ピン１３が誤動作
を起こすことはない。
【００４４】
また、受光素子２４に懐中電灯などで光を当てたとしても受光ＯＦＦが検出されないので
誤動作はしない。このため、いたずらした子供に怪我を負わせる等の事故を有効に防止す
ることができる。
【００４５】
なお、本発明は上述の実施の形態に限られることなく、種々の変更を行うことができる。
例えば、上記実施の形態では光伝達部材として直角プリズム２６を用いたが、鏡を２枚組
合わせるようにしても同様の効果が得られる。さらに光伝達部材としては、鏡やプリズム
に限られず、受けた光を所定の受光位置に戻す機能を有する部材であれば何でも良く、例
えばプラスチック製の安価な光ファイバを用いるなどしてもよい。光ファイバの場合には
例えば投光手段はストライクの上端に配置して投光手段は下端に配置するなど発光位置と
受光位置との間隔をあけることができるので、誤動作防止性能を高めることができる。
【００４６】
また、投光手段としては、ＬＥＤ２２のほか、例えば、レーザダイオード等を用いること
もできる。ただし、上述の実施の形態のように、ＬＥＤ２２を用いれば、製造コストを低
く抑えることができる。この場合、ＬＥＤ２２に変調をかけるように構成すれば、誤動作
防止の精度を一層向上させることができる。
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【００４７】
さらに、上述の実施の形態においては、ＬＥＤ２２を点灯して直角プリズム２６によって
反射される光を受光素子２４で検出した後に、ＬＥＤ２２を消灯して受光素子２４からの
出力がＯＦＦになるかどうかを検出するようにしたが、本発明はこれに限られず、後段の
受光素子２４の受光ＯＦＦを検出するステップを省略することもできる。ただし、上述の
実施の形態のように、ＬＥＤ２２を点灯及び消灯させてその反射光を受光素子２４によっ
て検出するように構成すれば、より確実に施錠ピン１３の誤動作を防止することができ、
安全性を高めることができる。
【００４８】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、扉が閉められていない状態においては、たとえ検知
手段に人や物が触れた場合でも誤動作を起こすことがないので、確実なロック動作を行う
ことができる。
その結果、本発明によれば、子供のいたずら等によって誤動作しない安全なオートロック
方式の扉用錠を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るロック装置の一実施の形態に係る扉用錠を扉に取付けた状態を示す
斜視図
【図２】同実施の形態に係る扉用錠の内部構造を模式的に示す断面図
【図３】同実施の形態に係る扉用錠の制御手段のＣＰＵの動作を示すフローチャート
【図４】従来のオートロック方式の扉用錠を扉に取付けた状態を示す斜視図
【符号の説明】
１……ドア　　２……壁　　３……ドア側ユニット　　４……壁側ユニット　　５……ラ
ッチ　　６……フェースプレート　　７……ノブ　　８……シリンダ　９……デッドボル
ト（係止部材）　　１０……施錠トリガ　　１１……内部機構１２……解錠トリガ　　１
３……施錠ピン　　１４……ストライク　　１５……駆動機構　　１６……受部（係合部
）　　１７……解錠ピン　　１８……駆動機構　　１９……受部　　２０……検知レバー
　　２１……スイッチ　　２２……ＬＥＤ（投光手段）　　２３……投光窓　　２４……
受光素子（受光手段）　　２５……受光窓　　２６……直角プリズム（光伝達部材）　２
７……制御手段　２８……監視部

10

20

30

(7) JP 3623630 B2 2005.2.23



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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